






■ 遵守事項違反点数

違反の内容

酒酔い等操縦、自己操縦義
務違反、危険操縦、
見張りの実施義務違反 過去３

年以内
の処分
前歴※

無 （処分の対象外）

3点

業務停止
3月

業務停止
4月

業務停止
5月

業務停止
6月

業務停止
1月

業務停止
2月

4点

過去1年以内の違反累積点数

5点 6点

有発航前の検査義務違反
2点

3点

5点

6点

点数
他人を死傷
させた場合

■ 行政処分基準

※処分前歴とは、遵守事項違反等による処分又は海難審判所の
　裁決による操縦免許に係る処分の前歴をいう。

救命胴衣の非着用、
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